
令和８年度 臨時職員の募集について（農林水産課） 

 

かすみがうら市農業再生協議会（事務局：農林水産課）臨時職員を募集します 

 

◆勤務場所  かすみがうら市農林水産課（霞ヶ浦庁舎） 

       かすみがうら市大和田５６２ 

 

◆業務内容  かすみがうら市農業再生協議会に係る経営所得安定対策に関する業務 

       （受付業務〈窓口対応、電話対応〉、データ入力、水田現地確認等） 

 

◆勤務時間  月曜日から金曜日の週５日 

       午前９時～午後５時（休憩１時間） 

       （ただし、祝祭日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く） 

 

◆雇用期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

◆待  遇  時給 １，２５１円～ 

       期末手当及び勤勉手当（任用期間が 6 ヶ月以上かつ週当たりの勤務時間が 15 時間 30 分以上の

場合に支給） 

通勤手当（通勤距離が２km以上の場合、距離に応じて日額で支給） 

       勤務条件により、社会保険及び雇用保険に加入 

       年次有給休暇（任用期間が 6 ヶ月を超える場合に、週の勤務日数に応じて付与） 

 

◆募集人員  １名 

 

◆資 格 等  基本的なパソコン操作（ワードやエクセル） 

       普通自動車免許 

 

◆応募期間  令和８年１月２８日（水）～令和８年２月１０日（火）まで 

        ※受付日時は、土日祝を除く、８：３０～１７：１５ 

 

◆応募方法  履歴書（顔写真貼付）を提出先に郵送又は持参してください。 

 

◆選  考  書類審査、面接等により選考し、選考結果をお知らせします。 

 

 

＜提出先・問合せ先＞   

〒300-0192 かすみがうら市大和田 562 

かすみがうら市農業再生協議会（事務局：農林水産課） 

電話：029-897-1111（内線 2507） 


